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５ 農地法第４条・５条届出専決に関する報告について
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７ 鹿児島の農地「貸したい」「借りたい」総点検の実施について
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議    長

議 長

開 会（午前１０時）

定刻になりましたので、ただいまから、平成２９年度第１２回総会を開催いた

します。

それでは、本日の出席委員数について報告いたします。

１９人中１８人の出席で、過半数以上の出席でございますので、会は成立いた

しております。

なお、欠席届が、上四元委員から出されています。

次に、議事録署名者を決めなければなりませんが、私からご指名申し上げてよ

ろしいでしょうか。

（異議なしの声）

それでは、有村委員、堂免委員にお願いいたします。

今回は、会長の依頼により、農政総務課の担当者に出席していただいておりま

す。

次に、議事参与の制限についてお知らせします。

議題７．｢農用地利用集積計画に関する件」につきましては、議事参与の制限と

なっておりますのでよろしくお願いします。

それでは、議題の審議に入って参ります。
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議              題

議題１．農地法第３条許可申請に関する件

１ページ～７ページ １５件

議    長 それでは、議題１．「農地法第３条許可申請に関する件」を審議します。

まず、谷山、１３番委員お願いします。

１ ３ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、譲受理由：規模拡大、譲渡理由：農業廃止、権利の種別の内容：所

有権移転、売買。

番号２号、受贈、贈与、所有権移転、贈与。

この件につきまして、補足して説明いたします。

土地の所在地３筆のうち、２筆については、現在、譲渡人と譲受人がそれぞれ

持分を２分の１ずつ有していますが、今回譲渡人の持分をすべて譲受人へ移転す

るものです。

以上です。

議 長 次に、伊敷、７番委員お願いします。

７ 番 委 員 ご報告します。

番号３号、受贈、贈与、所有権移転、贈与。

番号４号、自作地交換、自作地交換、所有権移転、交換。

番号５号、自作地交換、自作地交換、所有権移転、交換。

この件について、補足説明いたします。

番号４と番号５につきましては、兄弟間の自作地交換であります。

以上です。

議 長 次に、吉野、１番委員お願いします。

１ 番 委 員 ご報告します。

番号６号、相手要望、その他、所有権移転、売買。

この件につきまして、補足してご説明申し上げます。

申請人の破産管財人は、鹿児島地方裁判所から選任されておりまして、破産者

の土地の管理と処分を行うことになっております。

譲受人は、現在、今回の申請地の隣の畑で野菜を作付しており、破産管財人か

らの、売買の申し入れを受けて、農地を取得することになったものです。

以上です。

議 長 次に、喜入、１０番委員お願いします。

１ ０ 番 委 員 ご報告します。

番号７号、相手要望、農業廃止、所有権移転、売買。

以上です。
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議 長 次に、松元、１５番委員お願いします。

１ ５ 番 委 員 ご報告します。

番号８号、受贈、贈与、所有権移転、贈与。

番号９号、規模拡大、農業廃止、所有権移転、売買。

番号１０号、規模拡大、農業廃止、所有権移転、売買。

番号１１号、受贈、贈与、所有権移転、贈与。

番号１２号、受贈、贈与、所有権移転、贈与。

番号１３号、受贈、贈与、所有権移転、贈与。

番号１４号、受贈、贈与、所有権移転、贈与。

番号１１から番号１４までについて、補足して説明いたします。

これらの申請地は、すべて４名の共有になっていますが、それぞれの持分を譲

渡し、単独の名義に所有権移転するものです。

番号１５号、規模拡大、労力不足、所有権移転、売買。

以上です。

議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

別冊資料１にありますように、今回の第３条案件の全ては、農地法第３条第２

項各号には該当しないため、許可要件の全てを満たしております。お目通しをお

願いいたします。

これより、審議に入ります。何か、ご意見、ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題１．「農地法第３条許可申

請に関する件」１５件につきましては、原案どおり許可することに決定し、申請

人に許可書を交付することといたします。

議題２．農地法第４条許可申請に関する件

８ページ～９ページ ２件

議    長 次に、議題２．「農地法第４条許可申請に関する件」を審議します。

まず、谷山、１３番委員お願いします。

１ ３ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、転用目的・施設等：共同住宅、共同住宅１棟４０４．４５㎡、法面

６１．００㎡、駐車場等１，９４４．５５㎡、周囲の状況及び被害防除計画：東

…宅地、西…雑種地、南…水路、北…市道、境界…コンクリート擁壁、雨水…水

路放流、汚水…合併浄化槽。

以上です。

議 長 次に、吉田、１９番委員お願いします。
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１ ９ 番 委 員 ご報告します。

番号２号、駐車場、駐車場１２４．００㎡、東…里道、西・北…宅地、南…県

道、境界…ブロック積、雨水…自然流下。

この件について補足説明を申し上げます。

現在薩摩川内市に居住していますが、近々隣接する宅地に転居する予定です。

宅地には、駐車場がないために今回の申請となりました。

以上です。

議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

今回の第４条の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、全て第２

種農地に該当すると判断されます。お目通しをお願いいたします。

これより、審議に入ります。何か、ご意見、ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議題２．「農地法第４条許可申請に関する件」２件につきましては、原案どおり

許可するものと決定し、申請人に許可書を交付することといたします。

議題３．農地法第５条許可申請に関する件

１０ページ～１６ページ １５件

議    長 次に、議題３「農地法第５条許可申請に関する件」を審議します。

まず、本庁、１６番委員お願いします。

１ ６ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、権利の種別：賃借権、設定、転用目的・施設等：資材置場、資材置

場９６７．００㎡、駐車場等１，２５０．００㎡、周囲の状況及び被害防除計画：

東・西…市道、南…他人畑、北…雑種地、境界…ブロック積、雨水…自然流下。

以上です。

議    長 次に、谷山、１３番委員お願いします。
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１ ３ 番 委 員 ご報告します。

番号２号、所有権移転、売買、一般住宅、住家１棟９６．０５㎡、庭敷地等１

０３．４０㎡、東…渡人畑、西・北…宅地、南…市道、境界…ブロック積、雨水

…市道側溝、汚水…合併浄化槽。

番号３号、所有権移転、売買、資材置場、資材置場３００．００㎡、駐車場等

１９９．００㎡、東…他人畑、雑種地、西・南…市道、北…渡人畑、境界…ブロ

ック積、雨水…自然流下。

この件について、補足して説明いたします。

申請地は、譲渡人の親族が、過去に貸資材置場として無断転用しており、その

後、契約解除したものの、現在も地面に砕石が点在しておりました。

よって、代理人を通じて、過去の経緯を含めた顛末書の提出を求め、相続人で

ある譲渡人に対して、二度とこのような事が無いよう、農地法の遵守について強

く指導を行いました。

番号４号、所有権移転、売買、資材置場、資材置場７７５．００㎡、仮設事務

所２棟２５．００㎡、駐車場等２００．００㎡、東…公衆用道路、西…他人畑、

南…里道、北…宅地、他人田、境界…ブロック積、雨水…自然流下、汚水…汲み

取り。

この件について、補足して説明いたします。

申請地は指宿有料道路山田インターチェンジ入口西南に位置する３種農地です。

今回、山田インターチェンジのフルインター化工事に伴い、仮設事務所、資材

置場等を一時転用により整備するものです。

番号５号、所有権移転、売買、資材置場、資材置場３２９．００㎡、東・南…

私道、西…宅地、雑種地、北…宅地、境界…ブロック積、雨水…自然流下。

この件について、補足して説明致します。

申請地へ至る私道は、譲受人等の所有地であり通行に支障はありません。

番号６号、使用貸借権、設定、一般住宅、住家１棟９７．３０㎡、庭敷地等３

４６．７０㎡、東…宅地、西…水路、南…他人田、北…里道、境界…ブロック積、

雨水…里道側溝、汚水…合併浄化槽。

番号７号、所有権移転、売買、資材置場、貸資材置場４６６．００㎡、東…市

道、水路、西…雑種地、南…里道、北…他人畑、境界…ブロック積、雨水…自然

流下。

この件について、補足して説明いたします。

申請地は、星ヶ峯墓園の南西約３５０ｍの谷合に位置する第２種農地で、譲受

人が勤めている父親経営の建設会社東隣に位置しております。

譲受人は、事業拡大により既存の資材置場が手狭になっていることから、申請

地を新たに確保し資材置場として整備したのち、自らが勤める同法人との間で賃

貸契約を締結し、貸資材置場として利用するものです。

以上です。

議    長 次に、伊敷、７番委員お願いします。



- 6 -

７ 番 委 員 ご報告します。

番号８号、賃借権、設定、店舗等、店舗１棟１３．００㎡、駐車場等１２５．

００㎡、東…河川、西・南…県道、北…他人田、境界…ブロック積、雨水…自然

流下。

この件について、補足説明いたします。

今回、申請人は、伊敷支所から西へ約２．８ｋｍに位置する、県道小山田谷山

線沿いの農地を借り受け、コイン精米機設置を予定しているものです。

以上です。

議    長 次に、吉野、１番委員お願いします。

１ 番 委 員 ご報告します。

番号９号、所有権移転、売買、一般住宅、住家１棟７２．６４㎡、庭敷地等１

８３．３６㎡、東…市道、西・北…渡人畑、南…里道、境界…ブロック積、雨水

…里道側溝、汚水…合併浄化槽。

番号１０号、使用貸借権、設定、一般住宅、住家１棟１１２．８１㎡、庭敷地

等９０．１９㎡、東・南…貸人畑、西…里道、北…宅地、境界…ブロック積、雨

水…市道側溝、汚水…合併浄化槽。

この件につきまして、補足してご説明申し上げます。

申請地に面する里道には、側溝がないため、一体利用する予定の宅地にパイプ

を埋設してポンプアップすることにより、宅地に面する市道の側溝に、雨水等を

放流する計画です。

以上です。

議    長 次に、松元、１５番委員お願いします。
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１ ５ 番 委 員 ご報告します。

番号１１号、所有権移転、売買、建売住宅、住家１２棟１，９７７．２５㎡、

通路等５５４．７５㎡、東…他人畑、西…市道、南…宅地、雑種地、北…他人畑、

境界…コンクリート擁壁、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽。

番号１２号、所有権移転、売買、一般住宅、住家１棟１１２．５８㎡、庭敷地

等３０９．４２㎡、東…他人畑、西…宅地、南…山林、北…里道、境界…ブロッ

ク積、雨水…里道側溝、汚水…合併浄化槽。

番号１３号、所有権移転、売買、車両置場、貸車両置場２４０．００㎡、転回

場５２７．００㎡、東・南…里道、西…宅地、北…他人畑、境界…ブロック積、

雨水…自然流下。

この件につきまして、補足してご説明申し上げます。

申請地は、松元支所から北東へ約３．８ｋｍに位置する第１種農地のおおむね

１０ｈａ以上の規模の一団の農地の区域内にある農地に該当します。

申請人は不動産業を営んでおり、今回申請地を譲り受け、中古車販売業を営む

個人に貸車両置き場として貸し付けるものです。

申請地は第１種農地であり、原則として農地転用許可することができませんが、

農地法施行規則第３３条第４号に定めるところの不許可の例外である集落接続施

設に該当することから、今回の転用許可はやむを得ないと判断したところでござ

います。

番号１４号、所有権移転、売買、建売住宅、住家３棟２４３．７０㎡、通路２

６０．００㎡、庭敷地等７２３．８０㎡、東…宅地、西・北…市道、南…宅地、

他人畑、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽。

以上です。

議 長 次に、郡山、６番委員お願いします。

６ 番 委 員 ご報告します。

番号１５号、所有権移転、売買、建売住宅売買、住家１棟４９．４１㎡、庭敷

地８２．８２㎡、東…市道、西・南・北…宅地、境界…ブロック積、雨水…市道

側溝、汚水…合併浄化槽。

番号１５について補足説明をさせていただきます。

本件は建売住宅売買となっておりますが、建売住宅建築につきましては平成２

９年６月２８日付けで５条転用許可済みであります。

今回の申請はその完成した建売住宅を受け人が購入することによるもので、本

来は許可不要です。

しかし、当該地は土地区画整理事業を実施中の地域内に位置し、事業完了する

まで、所有権移転を行うには、不動産登記法上（３４条１項４号）農地法の許可

書の添付を求められることから、便宜的に許可を行う必要があるものです。

以上です。
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議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

今回の第５条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、番号

１３号は第１種、それ以外は、第２種、第３種農地に該当すると判断されます。

お目通しをお願いいたします。

これより、審議に入ります。何か、ご意見、ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、議題３．「農地法第５条許可申請に関する件」１５件につきまして

は、原案どおり許可するものと決定し、申請人に許可書を交付することといたし

ます。

但し、農地区分が第１種農地である番号１３号につきましては、「県農業会議」

に意見聴取し、許可して差し支えのない旨の回答を得た後、許可書を交付するこ

とといたします。

議題４．農地法第１８条第６項の規定による通知に関する件

１７ページ ２件

議 長 次に、議題４．「農地法第１８条第６項の規定による通知に関する件」を審議

します。

松元地区に合意解約の通知が出ております。

委員の皆さんには、お目通しをお願いいたします。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、議題４．「農地法第１８条第６項の規定による通知に関する件」２

件につきましては、原案どおり受理することに決定いたします。

議題５．非農地認定に関する件

１８ページ～１９ページ ２件

議    長 次に、議題５．「非農地認定に関する件」を審議します。

まず、本庁、１６番委員お願いします。

１ ６ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、調査結果：住家１棟、４５年経過、現況宅地。

以上です。

議    長 次に、谷山、１３番委員お願いします。
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１ ３ 番 委 員 ご報告します。

番号２号、調査結果：孟宗竹、雑木自然繁茂、約５０年経過、現況山林。

以上です。

議    長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題５．「非農地認定に関す

る件」２件につきましては、原案どおり認定することに決定いたします。

議題６．農地利用変更届出に関する件

２０ページ １件

議 長 次に、議題６．「農地利用変更届出に関する件」を審議します。

それでは、谷山、１３番委員お願いします。

１ ３ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、埋立理由・工事内容及び変更後の使用目的：周辺土地より低いため、

盛土をして畑としての利便性を高める。工事開始日：平成３０年４月１日、工事

終了日：平成３０年４月３０日、周囲の状態：東・北…宅地、西…本人田、南…

市道、境界…土留、作物…野菜、高さ…１．０ｍ、搬入土…シラス、黒土。

以上です。

議 長 ただいま、調査員から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題６．「農地利用計画変更

届出に関する件」１件につきましては、原案どおり受理することに決定いたしま

す。
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議題７．農用地利用集積計画に関する件

２１ページ～３３ページ ２２件

議    長 次に、議題７．「農用地利用集積計画に関する件」を審議します。

まず、冒頭で申し上げました「議事参与の制限」について再度お知らせいたし

ます。

２９～３２ページ、番号１２～１８号につきましては、７番委員自身が、３２

ページ、番号１９、２０号につきましては、６番委員自身が、申請人となってい

る案件でございます。

従いまして、７番委員、６番委員におかれましては、農業委員会等に関する法

律第３１条の規定により、議事に参与することができませんので、順次しばらく

離席いただき、その間に審議し、再び着席していただくことにします。

まず７番委員におかれましては、離席をお願いします。

（７番委員離席後）

それでは、番号１２～１８号につきまして、事務局から説明をお願いします。

事 務 局 それでは、議事参与の制限の案件について、ご説明いたします。

２９ページをご覧ください。

番号１２号、３筆は、地目：田、面積２，３４６.００㎡、１筆は、地目：畑、

面積２，０６１.００㎡、権利の種別：使用貸借権、設定期間１０年、区分：新

規。

番号１３号、２筆で、地目：田、面積６８１.００㎡、権利の種別：使用貸借

権、設定期間３年、区分：新規。

３０ページをご覧ください。

番号１４号、地目：畑、面積５００.００㎡、権利の種別：賃借権、設定期間

３年、区分：新規。

番号１５号、１筆は、地目：田、面積７６３.００㎡、５筆は、地目：畑、面

積３，７５７.００㎡、権利の種別：賃借権、設定期間３年、区分：新規。

３１ページをご覧ください。

番号１６号、３筆で、地目：田、面積７６８.００㎡、権利の種別：使用貸借

権、設定期間３年、区分：新規。

番号１７号、１筆は、地目：田、面積１，３５２.００㎡、１筆は、地目：畑、

面積９０５.００㎡、権利の種別：使用貸借権、設定期間６年、区分：新規。

３２ページをご覧ください。

番号１８号、地目：畑、面積２，０６９.００㎡、権利の種別：賃借権、設定

期間６年、区分：新規。

平成３０年３月３１日公告予定です。

これらは、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると

考えます。

以上です。
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議    長 ただいま、事務局から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題８．「農用地利用集積計

画に関する件」の番号１２～１８号につきましては、原案どおり、承認すること

に決定いたします。

次の案件の審議に入ります前に、７番委員におかれましては、ご着席をお願い

します。６番委員におかれましては、離席をお願いします。

（７番委員着席、６番委員離席後）

それでは、番号１９、２０号につきまして、事務局から説明をお願いします。

事 務 局 それでは、議事参与の制限の案件について、ご説明いたします。

３２ページをご覧ください。

番号１９号、地目：田、面積１，０６２.００㎡、権利の種別：賃借権、設定

期間６年、区分：新規。

番号２０号、４筆で、地目：田、面積３，０８１.００㎡、権利の種別：賃借

権、設定期間６年、区分：新規。

平成３０年３月３１日公告予定です。

これらは、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると

考えます。

以上です。

議    長 ただいま、事務局から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題７．「農用地利用集積計

画に関する件」の番号１９、２０号につきましては、原案どおり、承認すること

に決定いたします。

次の案件の審議に入ります前に、６番委員におかれましては、ご着席をお願い

します。

（６番委員着席後）

それでは、審議に戻ります。残りの１３件及び先ほどの９件を併せて、一括し

て事務局から説明をお願いします。
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事 務 局 議題７．「農用地利用集積計画に関する件」について、只今の分も含めまして、

ご説明申し上げます。

２１ページをお開きください。

「議案第７号」農用地利用集積計画（利用権設定等）調書で、平成３０年３月

３１日公告予定です。

今回の利用権設定につきましては、使用貸借権１０件１６，２７２．００㎡、

全て新規、賃借権１２件２２，４１８．００㎡、うち新規１０件２１，３０６．

００㎡、合計２２件３８，６９０．００㎡、うち新規２０件３７，５７８．００

㎡となっております。

次に２２ページをお願いします。

これは、前ページで説明いたしました使用貸借権の設定期間別の内訳です。多

い順に設定期間１０年が４年、３年、５年から１０年未満が各２件、１年から３

年未満、５年が各１件となっております。

次に２３ページをお願いします。

これは、２１ページで説明いたしました賃借権の設定期間別の内訳です。多い

順に設定期間５年が４件、５年から１０年未満が３件、３年、１０年が各２件、

１年から３年未満が１件となっております。

次に２４ページをお願いします。農用地利用集積計画総括表です。

下の合計欄をご覧ください。筆数は、使用貸借権２５筆、賃借権２３筆、計４

８筆。面積は、田１４，４７３．００㎡、畑２０，５１５．００㎡、樹園地３，

７０２．００㎡、計３８，６９０．００㎡うち更新分は、１，１１２．００㎡で

す。

利用権等の設定をする者及び受ける者は２２人。うち更新分は２人となってお

ります。

次に２５ページから３３ページまでは先ほど説明しました農用地利用集積計

画総括表の使用貸借権、賃借権、所有権の内容です。

記載事項は、利用権の設定を受ける者、設定する者、土地の所在地、権利の種

類、始期、終期、１０aの賃借、全体の賃借、耕作面積、区分等についての調書

です。お目通しをお願いいたします。

これらは、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると

考えます。

以上で説明を終わります。

議    長 ただいま、事務局から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題７．「農用地利用集積計

画に関する件」につきましては、原案どおり、承認することに決定いたします。
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議題８．農業振興地域整備計画変更（除外）に係る意見書に関する件

別冊資料２ １件

議    長 次に、議題８．「農業振興地域整備計画変更（除外）に係る意見書に関する件」

を審議します。別冊資料２です。

それでは、喜入、１０番委員お願いします。

１ ０ 番 委 員 ご報告します。２ページです。

３．変更後の用途、一般住宅

４．現況、申出地は、喜入瀬々串町中地区にあり、喜入支所から北西へ約５．８

ｋｍに位置し、東・南側は他人畑、西は宅地・里道、北側は渡人畑・他人畑に接し

ている。

５．意見、市長部局による除外理由及び要件別検討結果は別紙調書の通りで、申

出地は農用地区域の外周部であり、周辺農地への影響は少なく、計画変更はやむを

得ないものと思われる。

転用の際は、他の農地に支障のないよう十分考慮してください。

以上です。

議    長 ただいま、調査員から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題８．「農業振興地域整備計

画変更（除外）に係る意見書に関する件」１件につきましては、原案どおり、承認

することに決定いたします。

議題の審議は以上です。

続きまして、報告事項に入ります。
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報        告        事        項

１．法務局から照会のあった農地等の現況について

３４ページ～３８ページ ５件

議 長 報告事項１「法務局から照会のあった農地等の現況について」

まず、谷山、９番委員お願いします。

９ 番 委 員 報告します。３４ページです。

照会日：平成３０年２月１５日、現況：非農地、調査結果：該地は市街化区域

内にあり、現況非農地である。

処理状況：平成３０年３月１日 鹿児島地方法務局へ報告済。

次に、３５ページです。

照会日：平成３０年２月１５日、現況：非農地、調査結果：該地は市街化区域

内にあり、現況非農地である。

処理状況：平成３０年３月１日 鹿児島地方法務局へ報告済。

次に、３６ページです。

照会日：平成３０年２月１６日、現況：非農地、調査結果：該地は市街化区域

内にあり、現況非農地である。

処理状況：平成３０年３月１日 鹿児島地方法務局へ報告済。

次に、３７ページです。

照会日：平成３０年３月６日、現況：非農地、調査結果：該地は市街化調整区

域内にあり、現況非農地である。

処理状況：平成３０年３月１５日 鹿児島地方法務局へ報告済。

以上です。

議 長 次に、松元、１５番委員お願いします。

１ ５ 番 委 員 報告します。３８ページです。

照会日：平成２９年３月６日、現況：非農地、調査結果：該地は区域区分の定

めのない都市計画区域内にあり、現況非農地である。

処理状況：平成３０年３月１９日 鹿児島地方法務局へ報告済。

以上です。

２．税務署から照会のあった農地等の現況について

３９ページ １件

議 長 報告事項２「税務署から照会のあった農地等の現況について」

それでは、谷山、９番委員お願いします。

９ 番 委 員 報告します。３９ページです。

照会日：平成３０年２月１４日、現況：非農地、調査結果：該地は市街化調整

区域内にあり、現況非農地である。

処理状況：買受適格証明を有する者に限らない。平成３０年２月２１日 名古

屋国税局へ報告済。

以上です。
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３．国土利用計画法による届出・土地に関する調書について

４０ページ １件

議 長 続きまして、報告事項３「国土利用計画法による届出・土地に関する調書につ

いて」

それでは、吉野、事務局お願いします。

吉 野 支 局 この件につきまして、事務局からご報告申し上げます。

今回の届出の面積は１，９５６㎡ですが、公衆用道路１００㎡を含めると２，

０００㎡以上になるため、国土利用計画法による届出が必要になり、３月１日に

提出されました。

申請地が農地であったことから、農業委員会事務局に意見を求められ、回答し

たものです。

表内の左側１の「申請等に係る事項等」の欄ですが、譲受人、譲渡人、農地の

所在は記載のとおりであり、地目別面積は（畑）１，９５６㎡、転用目的は宅地

分譲です。

次に「２ 農地の区分」ですが、申請地は、市街化区域内にある農地です。

次に「３ 他の土地利用計画との関係」の欄の「農業振興地域整備計画との関

係」ですが、農業振興地域と、農用地区域には、該当しません。

「その他の土地利用計画との関係」ですが、「届出地は市街化区域内にある農地

ですので、転用の際は、農地法第５条転用届出が必要です。」と回答しているとこ

ろです。

以上のとおり、土地利用調整課へ３月１２日に回答したところでございます。

以上で報告を終わります。

４．農地法第３条の３届出専決に関する報告について

４１ページ～４２ページ ９件

議 長 次に、報告事項４「農地法第３条の３届出専決に関する報告について」

報告事項５「農地法第４条・５条届出専決に関する報告について」

それでは、事務局の報告をお願いします。

事 務 局 ４１ページをお開きください。

報告事項４ 農地法第３条の３届出専決に関する報告の集計表です。

この専決処理は、農地等について相続などで権利の取得があった場合は、市町

村の農業委員会に届出を要するもので、今回の届出は９件です。

登記地目別では、田１４筆、６，９２１．００㎡、畑２９筆、１９，２０５．

００㎡となっております。取得した事由別数は、相続が９件。権利の種別は、所

有権が９件。農業委員会によるあっせん等は、無が９件となっております。

４２ページは、農地法第３条の３関係の内容です。

お目通しをお願いいたします。
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５．農地法第４条・５条届出専決に関する報告について

４３ページ～５０ページ ２７件

事 務 局 ４３ページをお開きください。

報告事項３ 農地法第４条・第５条届出専決に関する報告の集計表です。

これらは、市街化区域内農地の転用届出に関するもので、事務局長の専決で処

理しましたものです。

転用目的別では、第４条関係は一般住宅が２件となっております。

第５条関係では、多い順に一般住宅が１７件、その他が３件、店舗等が２件、

共同住宅、駐車場、資材置場が各１件、合計２５件となっております。

４４ページは、４条関係２件、４５ページから５０ページは、５条関係２５件

の内容です。お目通しをお願いいたします。

６．農用地利用配分計画に関する報告の集計について

５１ページ～５２ページ ２件

事 務 局 ５１ページ「報告事項６」をお願いします。

平成３０年２月２６日認可の農用地利用配分計画に関する報告の集計です。

これらは、県地域振興公社が作成した農用地利用配分計画について、県知事が

認可したことにより、平成３０年３月１日から貸付の始期が始まるものです。

賃借権２件１０筆７，５５１．００㎡となっております。平成始期は３０年３

月１日からになります。

今回の分は、１月の総会で審議していただいた農用地利用集積計画で、農地を

中間管理機構である県地域振興公社に貸し付けたものを、同公社が担い手へ貸し

出したものになります。

５２ページは先ほど説明しました農用地利用配分計画の賃貸借の内容です。

お目通しをお願いいたします。

７．鹿児島の農地「貸したい」「借りたい」総点検の実施について

別冊資料３

事 務 局 資料は別冊資料３です。

鹿児島の農地「貸したい」「借りたい」総点検の実施について報告いたします。

この総点検は、農地利用の最適化を推進する具体的な取り組みとして、鹿児島

県において４月からスタートするものです。

まず、１の趣旨としましては、

農業委員と農地利用最適化推進委員が、全農家を対象に計画的・継続的に個別

訪問し、農地利用の意向確認を実施することで、新たな農業委員会の役割・活動

を農家に理解していただくとともに、得られた情報を関係者との間で共有し、農

地流動化による、担い手への農地の集積・集約化を推進するものです。

次に、２の背景としましては、平成２８年４月に改正農業委員会法が施行され、

・担い手への農地集積・集約化などの、農地利用の最適化が農業委員会の主た

る業務に位置付けられたこと

・農業委員会活動の見える化が求められていること

・農地利用の最適化推進活動を積極的に展開するため、昨年８月に開催された

県農業委員会大会で五つのスローガンが採択され、その実践が重要であること

・本市の農政総務課が進める遊休農地活用促進事業において、農業委員会と農
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林水産部が連携し、遊休農地発生防止・解消を進めるため、農家の現状の把握が

必要である ことがあげられます。

次に、３のこれまでの経過等につきましては、

資料の２ページにありますように、昨年１２月１１日付けで、県農業会議会長

より、鹿児島の農地「貸したい」「借りたい」総点検の実施について依頼があり、

１２月２７日の、本市合同委員会研修会において、県農業会議から総点検の実施

について趣旨の説明がされております。

今年２月１４日には、県農業委員会事務局長会議において、３月５日には、県

と農業会議による地域別説明会において、活動内容について説明がされておりま

す。

次に、４の本市の対象農家数と訪問戸数の試算につきましては、

対象農家数は、５，５８９戸、これは平成２９年８月１日現在で、経営農地面

積が１０アール以上の農家です。

これを、中立委員を除く農業委員と推進委員の３８名で割りますと、平均訪問

戸数は１４７戸となります。

これを任期の３年で割りますと、一人当たりひと月５戸の訪問数となります。

次に、５の今後の対応案ですが、まず、対応内容としまして

・アンケート調査票、訪問対象者名簿の作成

・農政総務課など関係団体との打ち合わせ

・訪問する農家の順番、調査票の回収や活動記録等のつけかたなどの決定を行

ってまいります。

次にスケジュールとしまして、③の本日の概要報告以降

・５月２１日の運営連絡会で、実施内容を協議決定し

・６月６日開催予定の合同委員会で実施内容を提案、議決を得て

・６月中旬から、各地地区推進協議会において、打ち合わせを行い訪問を開始

・翌月７月の地区推進協議会において、調査結果の報告、集計、関係者間の情

報の共有を行い、以降は、⑥と⑦を繰り返し実施し、農地流動化による、担い手

への農地の集積・集約化の推進に取り組んでいくこととなります。

以上で、鹿児島の農地「貸したい」「借りたい」総点検の実施についての報告を

終わります。

議    長 ありがとうございました。

以上で、本日の議事は、全て終了しましたが、事務局より「県外視察研修」に

関する追加の報告がございます。

（議事終了：午前１０時４５分）
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事 務 局 先日、各地区推進協議会でお知らせいたしました、平成３０年度業務予定表(案)

のうち、県外視察研修の日程について補足説明をさせていただきます。

平成２９年９月の総会において、県外視察研修の日程について、見直しをして

はどうかとの意見をいただきましたので、その検討結果についてご説明いたしま

す。

県外研修視察につきましては、「農業委員会が抱える諸課題の解決又は事務事業

の比較調査、研修のため、先進的な取り組みを実施している他市町村を視察する

ことで、その成果を農業委員会活動に活かし、本市の農業・農村の健全な発展に

寄与する。」という目的で、毎年度２泊３日の行程で、実施しており、農業委員・

推進委員は、任期中に１回は、視察研修に参加することとされております。

この県外研修視察の日程について、過去の実施状況、気候、相手方の都合及び

本市の状況等を調査・検討し、総合的に判断した結果、１１月の日程をお願いす

るものであります。

まず、過去の県外研修視察の実施時期の状況でございますが、記録が整理され

ている平成３年度以降２７回分の状況を申し上げますと、１１月が２０回、１０

月が３回（１２･１３･２１）、７月が１回（２２）、９月が１回（２２）、３月が１

回（(５)８･６水害による））となっており、ほとんどが、１１月の実施となって

おります。

次に、気候の面から申し上げますと、６･７月は、梅雨であり、７～９月は、台

風シーズンであることから、日程どおりに視察ができない可能性があること、更

に、７･８･９月は、暑く、また、１２･１･２月は、寒い時期であり、車の中や室

内と室外の急激な温度の差など、委員の皆さんの体調面も考えるとこの時期は、

避けた方がいいのではと判断いたしました。

また、他都市の農業委員会の多くは、７月が改選時期となっており、その前後

である、６月から８月は、研修先の農業委員会にご迷惑をかける可能性があるこ

と。

このほか、３･４･５月については、年度末・年度初めのため事務が輻輳し、事

務局や相手方の対応が難しいこと。

以上のことを総合的に勘案しますと、県外視察研修は、１１月の実施が最適で

はないかとの結論に達し、お願いすることといたしました。

以上でございます。

議    長 只今事務局から報告がございました通り、いろいろ検討した結果、やはり１１

月がいいのではないかということで結論になったわけでございます。皆様方の中

には不満の方もいらっしゃいますでしょうけど、ひとつここはよろしくお願い致

したいと思います。

（議事終了：午前１０時５０分）

（人事異動職員紹介）

（退職者あいさつ）

続きまして、事務局から何か連絡事項等はございませんか。
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事 務 局

議    長

・平成３０年度第１回総会（月例）開催日時は、

４月２７日（金）午前１０時開会

みなと大通り別館６階 ソーホーかごしま会議室

以上で、本日の総会を終了いたします。

閉 会（午前１０時５５分）


